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総 説

看護において福祉から学ぶことの意義
－地域福祉メゾ領域の実践現場のフィールドワークを通して－

TheSignificanceofLearningSocialWelfareinNursing
~ReflectionsontheFieldintheMeso-levelofCommunityWelfare~

泉澤真紀

MakiIZUMISAWA
旭川市立大学保健福祉学部保健看護学科

１．なぜ看護において福祉を学ぶのか

２０１５年日本看護協会は，「従来の病院完結型から，

医療・ケアと生活が一体化した地域完結型体制」１），す

なわち地域包括ケアシステムを念頭においた人々を地

域で支える仕組みへの看護職の関わりを明確に打ち出

している。複数の疾病を抱えながらも地域で暮らす人

が増え，療養の場が暮らしの場に移行する中，看護職

はこれまで以上に人々の生活や尊厳を守る専門職とし

て，再度その立ち位置を確認しなければいけない。そ

の立場は個人や家族だけではなく，よりいっそう地域

そして社会に目を向けていくという観点である。地域

で活躍する看護職数はまだ微少ではある。これからの

姿勢は社会生活を営む人々の生活を総合的に支援でき

る体制の整備が望まれる。そこにある福祉の視点は外

せない。

我が国の地域包括ケアシステムの発症は，１９８４年

広島県医師の医療福祉連携であるといわれている。そ

の後医療と福祉のサービス提供体制を政策的に具現化

した２０００年介護保険制度を経て，２００３年に高齢者介

護研究会がまとめた『２０１５年の高齢者介護』に「地域

包括ケアシステム」が掲げられた。この制度を体系化

していく条件の一つとして高橋は，「アセスメントか

らサービスの提供に至るプロセスで，医療，看護，介

護，ソーシャルワーカーの各職種の連携と協働体制の

確立が重要」２）と多職種協働の重要性を述べている。

篠田も「多職種連携の成功が地域包括ケアシステム構

築の鍵」３）と指摘する。

地域医療連携の場合，医療従事者間では治療という

目標があり連携と共有化が比較的図りやすい４）。しか

しながら，「多様なニーズを抱えた地域包括ケアは多

職種協働に関して，…これまでの教育体系などが大き

く異なるため目標の共有化を図ることは容易ではな

い」５）と指摘している。地域包括ケアにおける連携は，

現時点において一定程度の成果をあげているものの課

題も残されている。チーム連携において，「人為的に

絡み合っている生活をできる限りほぐす実用的なさじ

加減が重要となり，チームの意識形成（コンセンサス）

をどう形成していくかにかかっている」６）とされる中

で，看護職は福祉職への理解が多分に必要になると考

えている。

日常のあらゆる場面での多職種の連携には，①病院

における医療専門職種間の連携，②生活の質を念頭に

置いた，医療・介護・福祉・保健の連携，③病院と地

域包括ケア関連の専門職連携７）がある。これからの看

護職により求められる地域活動という観点，特に多職

種が多く混在する②に焦点を当て議論していきたい。

なお本論文では，福祉専門職を社会福祉士，医療専門

職を看護職にあてていく。

２．東近江市，豊田市のフィールドワークを
通じて

看護は，患者の健康状態に影響を受ける社会や経済

的要因を考慮に入れた援助を行うため，また多職種と

連携・協働して包括的なケアを提供するためにも，福

祉に学ぶことが多い。この度，地域福祉のフィールド

ワークに参加したので紹介したい。

１）妄想会議からはじまった町のスーパー再建（滋賀

県東近江市愛東地区）

愛東地区は，滋賀県東近江市中北部に位置し人口約

４万３千人。２０１９年地区内唯一のスーパーが閉店し地

元の高齢者に困惑が広がった。困りごとに立ち上がっ
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た１７人が任意団体「愛東の暮らし・つながり創造会議」

を発足，“私たちのまちに，再び「便利」と「安心」

を”をスローガンに寄付金を集めた。目標額をはるか

に超える８００万が集まり，“やるしかない“と，楠神ⅰ

はスーパー再建の決意を固めたという。地域住民が自

分の住む地域を我が事として捉え，その地域の力と創

造力で作り上げたスーパーである。総面積４１km2のこ

の地区の移動手段は，自家用車と数少ないバスであ

る。高齢化率３４％であるこの地区の不便が原動力に

なり，移動販売にも乗り出した。「地域の妄想会議」

は，高齢者の買い物だけにとどまらない。地域住民や

医療・介護と連携をした健康づくり，高齢者の居場所

づくり，障害者の働く場の創出，ママ友世代の活動の

場と次第に大きくなり，みんなのお店i・martが地域

住民の手で創出された。すべてが地域住民の手で作り

上げた，暮らしの中で暮らしを守り繋ぐ，重層的支援

体制と重なる地域福祉の在り方である。

２）１０年後の彼と地域を見つめた就労支援（滋賀県東

近江市）

国が２０１５年にむけ生活困窮者自立支援制度導入を

目指す中，東近江市では，生活困窮者自立支援事業の

単独計画化が２０１２年よりはじまる。策定メンバーは

あて職ではなく，実際に活動している人を掘り起こし

たところに特徴がある。理屈を自分の力で説明できる

実践家が人員に選ばれている。この地域は，知的障害

者の取り組みの土壌があり運動を続けてきたこともあ

り，国の施策の就労支援事業より先に，民間の中から

その芽が息吹いていた。まちづくり協議会が各地域に

あるのも特徴である。行政の縦割り意識を変える目的

で，手上げで市職員がまちづくり協議会の仕事を手伝

う，社会福祉法人が担う法人ネットワークで法人同士

のネットワーク，異職種たちと議論する機会が多いな

ど，助け合う仕組みができている。特に越境して活動

する民間のリーダーたちが行政職員に研修を行うなど

の力があり，その連携が地域福祉に生きている。

「世界の中心は福祉やないで」と，障害者福祉の先駆

的民間リーダー野々村ⅱは云う。“障害者の働く”を支

えることは，行政の行う就労相談でも企業開拓でも障

害者理解でもない。「目の前の困りごとを知ったワシ

には，知る責任，知りたいと思い続ける気持ちがある。

おんなじ地域で生きる人なだけや」と。共に考え共に

いるだけで，ここには課題はないと云う。“三方よ

しⅲ”の近江商人魂を力に，地域を丸ごと巻き込みなが

ら，地域の民間の力が障害者の仕事を支えている。そ

こが国の施策にピタリとはまり，生活困窮者支援事業

の先駆を行く。多くの重層的支援体制がいまだ行政か

らの委託事業にとどまる中で，この地域は地域福祉の

本来の姿を示している。

３）Soupの冷めぬあったかい距離で丸ごと地域（愛知

県豊田市）

トヨタ車が著名な産業のひとつである豊田市の人口

は，約４２万人。この人口規模にあってこの地域は，重

層的支援体制整備を官民共同で推進した地域として先

駆的である。官民共同を支えるのは民民協働の存在と

それを繋ぐ福祉の先駆的創造的リーダーがいる。山

口ⅳは，地域が丸ごとつながるSoup事業を発展させて

いる。「みんなのやってみたいを，いっしょに―地域

のドラえもんになる」がコンセプトである。社会や地

域の意味や価値を再定義し，地域デザインを創造して

いる。地域にある困りごとや生きづらさを抱える人へ

の支援ではなく，どんな人でも一人ひとりが役割をも

ち相互作用の中で地域とつながりをもつことで地域の

笑顔を引き出す事業をしている。徹底的に困りごとを

地域の中で解決してくれる社会的処方としての“どら

えもん”が，人の括りの枠を超えこの地域のどこかに

いる。民間の力で創造し，行政とうまくつながる。徹

底的な効率化と，感動を生む非効率な活動に着目す

る。

この中に，コミュニティナースの存在と活躍があっ

た。コミュニティナースとは，文字通り地域で活躍す

る看護職である。民間資格ではあるが，社会のインフ

ラを目指して各地域でも活躍している（一部，看護職

ではない応援隊も含まれてる）。地域の中で暮らしの

中にある健康に少しだけお節介に介入しながら，町の

暮らしと元気を守るために活躍する。地域住民との出

会いの中からしか気づけないことを，医療や治療に活

かしていくという地域コミュニティを創造する。行政

や役所の枠組みにとらわれない，これからの地域の在

り方のひとつだと考える。特に豊田市で活躍するコ

ミュニティナース西田ⅴは，SIB事業で民間資金を集

め，アウトドアキャンプ場を経営する。さらにまちの

保健室や地域おせっかい会議を通して，地域の嬉し

い・楽しいを創造する。これも地域の暮らしと健康に

一躍かう地域と共にある看護職である。

３．福祉関連専門職者の参加観察を通して

１）福祉と看護の見方の相違

現場はモヤモヤに溢れている。幸福や福祉の形とい

うのがどうで，どういうことを云うのかがわからない
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から，様々な人が皆で知恵を出し合い考える。モヤモ

ヤは「善意の“束ね”と目の前のリアルがずれた時」８）

に現れる。小國９）は，モヤモヤは「標準的な議論に回

収されたくないという，個人的な存在として生きてい

る事実を確認している」と云う。そして多様性を重視

する福祉の視点が色濃く出ている。モヤモヤをみんな

で考えていくところから協働がはじまっている。

しかし看護職は，モヤモヤを迅速に形にして解決の

糸口を急ぐ。端的に要領よく報告し，問題の起こった

原因に焦点をあてて，計画的に動き解決を図るなどで

ある。またあるソーシャルワーカーは，「医療には答

えがあるが，福祉には答えがない」と云った。無論，

医療職にも答えを棚上げすることもあるが，急ぎ解決

し答えをだすことは，病気の治療を目的とする医療職

の特徴で，他職種からはそう見えるのだろう。こと看

護師に至っては，病院の中で看護援助以外の業務も多

くある。また患者への説明責任に加え，患者の安全と

安楽，個別性ないし平等性に関し，時間の管理システ

ムは徹底している。臨床における倫理的な気づきの重

要性の議論もあるものの，ルーチンワークと多忙さに

かき消される。こうしたジレンマを抱えるため，モヤ

モヤしている暇がないというのが現実である。

２）「ふつう」の「くらし」の「しあわせ」の，その

一歩先を進む福祉の考え方

利用者の普通の暮らしには，その人自身が持つ時間

のみが存在している。慌ただしい時間という概念は，

看護職の業務管理に他ならない。病院で仕事をしてき

た多くの看護師が，地域に出向いて面食らうのはその

時間の流れの違いではないだろうか。医療施設で働く

看護職の時間軸は，対象者のペースといった個別性と

対象者全体の公平性に対し，緊急度・重要度・影響度

を考慮に入れた業務遂行のための時間軸で動いてい

る。しかし福祉職は，人々の暮らす暮らしの時間の流

れに軸足をおいている。だから看護職が地域に出向く

時，生活者のペースという軸足の視点を意識していか

なければいけない。

看護職はこれまでも地域で活躍してきた。しかし地

域包括ケアが浸透する以前は，国や行政からの「括ら

れた人たちの脆弱性や課題の改善」１０）への傾向が強

かったのではないだろうか。地域包括ケアシステムが

目指す地域共生社会の実現は，国の政策イニシアティ

ブ『一億総活躍社会』（豊かで活力ある社会）１１）である。

しかしそれを実現させる主体は，すべての国民と社会

全体の力である。地域に活力を与え誰もが暮らしやす

く誰もが幸せを創造できるように，一人ひとりの自助

努力は無論，近所や周囲との繋がりの互助関係，社会

連帯としての共助，そして国が保障する日本国憲法の

生存権（第２５条）を根拠とした公助システムが機能

してはじめて“地域丸ごと社会”が機能する。地域福

祉には，個人や家族などの小規模を対象としたミクロ

領域，地域住民の助け合いやコミュニティ活動支援な

どのメゾ領域，そして地域社会や社会制度などを対象

としたマクロ領域がある。近年，共助や公助の隙間を

埋め，互助の円滑化，そして主体的な自己の生きるこ

とを支え機能できる地域の新たな政策環境として，メ

ゾ領域をマネジメントできる福祉人材の活躍１２）１３）も期

待され，前述したように全国各地で産声をあげてい

る。医療職もその動向を押さえつつ，自分たちの立ち

位置そして専門性を明確にし，共に協働・連携し地域

に積極的に参入していく必要があると考えている。

４．看護師として福祉を学ぶことの意義

Nursing（看護）を概念化したのはF.ナイチンゲール

であるが，それ以前にも，人の世話をするという看護

の原型はあった。時を経て我が国で看護教育制度が開

始されたのは１８８５年，日本の看護教育は約１４０年の

歴史をもつ。当時の看護は戦時下に置かれ，その教育

は医学に従事した形で行われたため１４），看護が疾病を

持つ人の世話という考えが根付いていった。一方福祉

は，エリザベス救貧法（１６０１年）以前から，困窮への

アプローチに言及，広義な人間救済を行っていた。総

じて看護も福祉も，同じ救済や支援，それに伴うケア

を目的としていたと考えられる。しかしそれを二分し

たのは，当時の戦争などの社会情勢，医療の発達や疾

病構造の変化，それに伴う生活スタイルの変容の影響

がある。そのような時代を経て，我が国で看護や福祉

が体系化したのは戦後のことである。看護は多岐にわ

たる実践がありながらも，法的には「診療の補助」と

「療養上の世話」とした医療職に位置づけられている。

一方福祉は，人々が普通に暮らしていけること，そし

て社会の中で生きていけることを支える役割がある。

福祉専門職が法的に整備されたのは１９８７年以降であ

り，看護職より１００年以上も遅れたというのではな

く，社会が進展する過程で，類似する対人援助職が専

門職として細分化したとみてとれる。

看護の守備範囲は，健康の保持増進，疾病の予防や

健康の回復，そして苦痛の緩和にある１５）。このように

「人々の健康」という視点は外せない。それでも看護

の観ている視点は，環境との相互作用を重視する福祉
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の視点に非常によく似ている。田中は，「医療も福祉

も人間の“生（LIFE）”を対象とし，疾病や障害によっ

て失われた健康や生活などの質を引き上げていく，つ

まりQOLの維持向上を目指している」１６）とその共通性

を述べている。このように医療と福祉は，LIFEとして

ある人々の生命・生活・人生を豊かにしていくことを

目指す。さらに田中は，両者の見え方を「患者やその

家族の抱えている問題や痛み・悩み」を４つの方面か

ら分類し，その守備範囲を比較している１７）。それによ

ると，医療職の視点は，まず身体的な痛みや麻痺・機

能不全等から発して，心理的な不安や焦燥感そして絶

望・怒り，それと同時に“なぜ私が病気に…”といっ

た実存的なものへと方向づけられていた。それに対し

福祉職は，社会的な出来事つまり傷病による家族や職

場，地域などの社会生活や人間関係から発して，心理

的や実存的なものへと方向づけられている。このよう

に医療と福祉は，発する視点とベクトルの向きに違い

があることがわかる。また医療には，当事者にさえも

わからない生命に関する専門性の起点があり，一方福

祉は“一番詳しい専門家は当事者である”という起点１８）

で物事を考える。双方目指すところは同じでありなが

ら，この見え方の違いがもたらす心理的な違和感や懸

念が，少なからず両者の連携の足かせになっているの

ではないだろうか。この見え方の違いをよく知り理解

し，その葛藤を乗り越えていくことが重要である。

多職種連携・協働の必要性は，多様で多面性を持つ

人を支援する地域包括ケアシステム構築，とくに重層

的支援体制の中では強く認識されている１９）。しかしな

がら，これらはいまだ円滑に進んでいるとは言えな

い。その原因の一つに他職種の業務がわからないこと

をあげている２０）。看護職が地域を基盤に活動をする

時，例えば訪問看護ステーションや地域包括支援セン

ター，もしくはコミュニティナースやNPO・起業など，

そこではこれまで以上に多職種に出会い協働する機会

が多くなる。特に一番身近に関わり合うのは，地域福

祉の担い手である福祉職であると考える。そのため，

福祉職を理解し福祉職から学ばなければいけないと考

える。２０２２年度より実施されている看護師学校養成

カリキュラム第５次改正の中では，「対象の特性にこ

だわった看護学を教授するだけでなく“地域”を見る

視点を育てなければいけない」とし，そのために「“地

域”の人々の生命・生活を守るには多職種が協働する

ことが不可欠である」２１）としている。我々看護職が地

域に出向く時，看護の専門性を追求するあまり，その

視野が偏狭に陥らないよう，常に社会全体を巨視でき

るよう社会と福祉の動向にも目を向けていく必要があ

る。また，専門性があるゆえに陥りやすい“こだわり”

の眼鏡に気づいていることも必要である。様々な見方

や考え方があることを知り，その立場を尊重しつつ，

互いがダイナミックに繋がり合うところにこそ多職種

連携があると考える。各々のもつ専門職の立場への理

解と信頼，そして尊敬と敬意があること，そこにはじ

めて協働と連携があると考えている。

５．お わ り に

看護は人のLIFEを見る中で，その立ち位置を見据

えつつ，看護の守備範囲を超えた課題を抱えすぎず，

次の専門性へ切れ目なく渡し繋ぐことが必要である。

そのためにも福祉の見方の視点を知っておく必要があ

る。社会構造がダイナミックに変革を遂げる中，人間

の尊厳を社会連帯の中で支える仕組みのキーワードは

「地域とコミュニティ」にある。看護職が狭い枠組み

にとらわれることなく，この地域とどうつながるか，

地域とどう関わっていくか，そして地域の中でどう専

門性を発揮できるかを真剣に考えなければいけない。

普通の暮らしの幸せを願う地域住民がそこにいること

を忘れず，すべての者や事が隙間なくつながり合う中

にこそ「地域」があると考える。看護職は専門職とい

う肩書に溺れることなく，自分たちにできること，そ

してできないことをも認識し，他職種に敬意を示しそ

して他者から学ぶ姿勢を忘れないでいたい。人とひと

との信頼関係の中でつながる地域をつくる，その一員

としての看護職でありたいと願う。

なお，本論文は，日本福祉大学社会福祉学研究科平

野隆之教授，国際福祉開発学部国際福祉外発学科吉村

輝彦教授に助言をいただいた。

注 釈

ⅰ楠神渉（NPO法人加楽理事長）．本法人は東近江市下中野で活動，

自然に皆が集まりゆったりとくつろぎ，日常から離れた安らぎの

時を過ごす場所を提供するための活動としてデイサービス，ケア

プラン作成，地域活動を支援．２０２１年東近江市愛東地区の住民

が中心となって営むスーパー「i・mart」の立ち上げに関わってい

る。http://npokaraku.web.fc2.com/about.html（２０２３.１２.２５閲覧）
ⅱ野々村光子（働き・暮らし応援センター“Tekito－”センター長）．

障害者や働くことにへたくそさを持つ若者を応援する仕組みが，

身近な地域に存在すればという思いから，就労支援と「地域の困

りごと」を結び付けた取り組みを実施。働くを切り口に地域の生

きにくい人たちの生活を支援する。

https://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/intl/cbr/cbr_jirei_2015/jirei09.html
（２０２３.１２.２５閲覧）
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ⅲ三方よしとは，近江商人の経営学のひとつ。商売において売り手

と買い手が満足するのは当然のこと，社会に貢献できてこそ良い

商売といえるという考え方。
ⅳ山口達也（株式会社SMIRINGソーシャルクリエイト部マネージャ

ー，キッズステーション園長，ライフクリエーター）．多世代が支

え合って暮らす小さな町に，スープの冷めないくらいの人と人と

の距離感がちょうどいい街づくりを目指す「スープタウン構想」

を持ち現在進行中。そこで様々な地域獣人が集まり思い描く未来

を語り合い，良い街づくりにつなげている。

https://steranet.jp/articles/-/1665（２０２３.１２.２５閲覧）
ⅴ西田悠一朗（株式会社野遊びヘルスケア代表取締役）．元行政保健

師。現在コミュニティナース，保健師・看護師，介護支援専門員

の資格も持ち活躍している。「地域おせっかい会議」を開催し，地

域の困りごとやアイデアを共有し，地域におせっかいの循環を作

り出し地域のつながりを広げている。https://steranet.jp/articles/-
/1665（２０２３.１２.２５閲覧）
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